
  

 

 

 

 

 

 

安全・安心のための「都筑小ルール」 

校長 大賀 教晶 

朝夕が少しずつ涼しくなり、過ごしやすい季節になってきました。学校の校庭でとんぼが飛んでいる

姿を見かけるようになってきました。桜の木の葉も少し黄色くなり、秋の気配を感じます。 

 さて、子どもたちの安全と安心を守るため、都筑小学校で取り組んでいくことをお伝えします。全

職員での不祥事防止に向けた研修も行いました。不祥事を起こさせない環境を作っていくためにも情

報機器や画像データの取り扱いについての「都筑小ルール」を確認しました。また子どもたちにも自

他の撮影や画像に関して取り扱いに気を付けることを話したり、各学級で「いのちの安全教育」の授

業を実施したりします。職員だけではなく、皆で一緒に子どもたちの安全と安心を守っていけるよう

取り組んでまいります。ご協力をお願いします。 

 

 都筑小ルール （個人の携帯電話、および課業中の撮影について） 

【教職員・学校】 

・個人端末は入校したら、職員室・用務室・事務室・給食室・更衣室以外に持ち出さない。 

・校外学習の職員間の連絡や児童捜索や方面別下校などの緊急時の際は、個人端末を使用する。 

・教育活動で写真を撮影する際は学校の機器（デジカメ・ｉＰａｄ）を使用する。行事などで撮影が

必要な場合も、子どもたちに教職員等による撮影があることを伝える。 

・授業や行事で撮影した写真や動画のデータは、端末に保存せず共有サーバーの写真フォルダに保存

する。 

・毎月15日の安全点検で、各教室・特別教室の隠しカメラなどの不審物の点検を担当の職員が行う。 

・トイレや階段・廊下などの校内の毎週の清掃の際に技術員が校内の隠しカメラの点検を行う。 

【児 童】 

・月に一度、自分の端末のチェックを行う。年度末に端末内の画像データを削除する。  

・人を撮影するときには、許可を取ることを徹底する。学習に関係ない画像や動画を横浜市の端末に

入れることはできないことを指導する。 

【保護者】 

・授業参観・休み時間等の撮影は行わない。音楽会事前発表や参観での総合や音読などの発表場面な

ど可能な時はお知らせする。 

・入学式、運動会、卒業式の撮影は可能。撮影については子どもたちの活動の妨げにならないよう撮

影が可能な場所を守る。撮影したものをSNS上に出さないことも通知でお知らせする。 

（PTAの撮影に関しては、使用機器や保存、撮影方法については学校と同様の約束とする。） 

 

 10月18日（土）には本校の運動会が行われます。子どもたちは運動会に向けて練習や係の準備を進

めています。今年度より、高学年は6年生のリードの元、合同で演技を行います。子どもたち一人ひと

りが力を出し切って、すばらしい運動会になるよう取組を進めています。子どもたちの活躍の様子を

ご覧いただき、ご声援をいただければと思います。ご来校を心よりお待ちしております。 

                 学 校 だ よ り 

                                   

令 和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日                                  

横 浜 市 立 都 筑 小 学 校  

  校 長   大賀 教晶 

学校ＨＰ http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/tsuzuki/ 

「学ぼう つながろう やりとげる 都筑の子」 
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